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事実の概要

　Ｘ女（原審申立人・抗告人）とＹ男（原審相手方・
相手方）は、平成 4年頃に知り合い、男女交際を
開始した。Ｘ・Ｙは、同 7 年 5 月頃、Ｙの自宅
で同居を開始した。その後、同 11 年頃、Ｘは新
居を建築し、Ｘ・Ｙは同所に転居した。
　Ｘは、化粧品の販売等を行う店舗を営んでいた
が、Ｙと同居する頃までに破産申立てに至り、Ｙ
との同居中は稼働せず、家事等に従事していた。
一方、Ｙは、同居中、アミューズメント施設の経
営や不動産賃貸業を営む株式会社の代表取締役と
して、同社の経営に携わるなどしていた。
　Ｘは、同居中、Ｙの子であるＣ・ＤおよびＣの
子らとも交流があった。また、Ｙも、同居中、Ｘ
の子であるＦおよびＦの子らと交流があった。Ｙ
は、平成 9年頃○○会に入会し、Ｘも同 11 年頃
同会に入会した。その後、Ｘ・Ｙは、別居に至る
同 25 年 11 月頃まで、○○会の定例会や展覧会
に共に参加するなどしていた。また、Ｘは、Ｙの
姉夫婦らとの国内旅行や、○○会主催の海外旅行
にＹと参加したこともあった。
　平成25年 10月 5日、Ｘ・Ｙ・ＣおよびＤの間で、
Ｘ・Ｙの今後の生活等を巡って、協議が行われた。
その後、同年 11 月 3 日から 5日にかけて、Ｃ・
Ｄは、Ｘに対して、自宅から退去することなどを
求め、Ｘはいったん自宅から退去し、Ｆ宅に身を
寄せた。さらに、同月 22 日、Ｘ・Ｙ・Ｃおよび
Ｄは、自宅において再度協議の機会をもった。そ
の際、Ｃ・Ｄは、Ｘに対し、再度自宅から退去す
ることなどを求め、Ｙもこれに同調した。これを
受けて、Ｘは、自宅から完全に退去した。なお、
Ｘは、同居後から年金受給が開始した同 15 年頃

まで、Ｙから毎月 15 万円を渡されていた。
　Ｘは、Ｙに対し、内縁関係を不当に破棄した旨
を主張し、内縁関係の終了に伴う財産分与を求め
た。これに対し、Ｙは、Ｘとの内縁関係の成立を
否定するとともに、財産分与の対象財産の一部に
つき、Ｙの特有財産であること、基準時に存在し
ない旨等を主張し、分与割合についても争った。
　原審（福岡家審平 30・3・9 家庭の法と裁判 25 号
56 頁）は、Ｘ・Ｙが同居を開始した平成 7 年 5
月頃からＸが自宅を完全に退去した同 25 年 11
月 22 日までの間の内縁関係を認め、財産分与の
割合については、Ｘを 3分の 1、Ｙを 3分の 2と
した。これに対して、Ｘが即時抗告した。

決定の要旨

　「財産分与における夫婦財産の清算においては、
婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成
に対する経済的貢献度、寄与度を考慮し、実質的
に公平になるように分配すべきものであり、これ
は内縁関係においても同様に考えられる。そし
て、ＸおよびＹの内縁関係が成立する前から、Ｙ
は、不動産賃貸業を営む株式会社の代表取締役と
して、長年にわたって同社の経営に携わるなどし
て、相当多額の資産を保有していたこと、他方で、
Ｘは同居前に破産申立てをするなど、内縁関係が
成立する時点において目立った資産を保有してい
なかったこと、また、平成 7年 5 月頃に内縁関
係が成立した時点で、Ｘは57歳、Ｙが60歳であっ
たことに照らすと、原審判が説示したとおり、財
産分与の対象財産の形成及び増加等について、Ｙ
の保有資産及び長年築いてきた社会的地位等によ
る影響や寄与が相当程度あったと認められるとい
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うべきである。これによれば、原審が説示したと
おり、分与割合について、Ｘを 3分の 1、Ｙを 3
分の 2と認めるのが相当である。」

判例の解説

　一　問題の所在
　内縁とは、婚姻意思をもって社会的に夫婦とし
ての共同生活を送っているにもかかわらず、婚姻
の届出を欠くために、法律上の婚姻として認めら
れない男女の関係をいう。民法には内縁に関する
規定が存在しないため、内縁に関する諸問題（成
立・効果・解消等に関する問題）の解決は、従来、
判例・学説による対応にゆだねられてきた１）。
　本件は、内縁の妻が内縁の夫に対して、内縁の
解消に伴う財産分与の請求を申し立てたものであ
る。本件の争点は、内縁の成否、分与対象財産の
内容等および分与割合である。

　二　内縁の法的性質・成立と効果
　１　法的性質
　明治民法が届出婚主義を採用したことにより
（民739条1項・742条2号）、婚姻外の男女の関係（内
縁）は法的規制の対象外とされた。しかし、明治
31 年の民法施行後も、婚姻の届出は国民に浸透
せず、また、明治民法下における家制度の制約や
従来の慣行等から、やむを得ず内縁の関係を強い
られる事例も多く存在した２）。このように、内縁
の原因は必ずしも当事者の責任に帰せられないも
のであったこと、また、内縁の当事者において、
社会的・経済的に弱い立場におかれた女性を救済
する必要性があったことから３）、判例は内縁を婚
姻予約の関係にあるとみて、その不当破棄の場合
には、婚姻を拒絶した者が債務不履行責任を負う
とした（大連判大 4・1・26 民録 21 輯 49 頁）。
　しかし、婚姻予約の概念による紛争の解決は、
実際の夫婦共同生活から生じる様々な問題（たと
えば、婚姻費用の分担等）や第三者（とりわけ不法
行為の加害者）との問題には対応できないことか
ら、以後、学説においては、事実上の婚姻として
の内縁の法的性質を準婚関係ととらえ、不当破棄
の問題も含めて対処することが支持された。今日
の判例・通説も内縁を準婚とし、婚姻法の規定の
類推適用ないし準用による内縁保護の法理を構築
している（最判昭 33・4・11 民集 12 巻 5号 789 頁）４）。

　２　成立要件
　婚姻意思（社会観念上の夫婦となる意思）および
夫婦共同生活の実体の存在が成立要件とされる。
　裁判実務においては、夫婦と言い得る共同生活
が一定期間継続していること、その他、婚姻儀式
の挙行や性的関係の継続性、生計の同一性、親族
等に配偶者として紹介しているなどの事実があ
れば、婚姻意思が認定されやすいとされる５）。ま
た、短期間の同居であっても婚姻意思が強固に認
められる場合や６）、同居の実体がなくても同居に
類するような協力関係があれば共同生活の実体が
認められる７）。審判例では、一方当事者（内縁の
夫）の婚姻意思に疑義があるものの、同居生活の
実体（同居期間約 7年、内縁の夫が妻を保証人とし
たり、銀行取引を担当させていたこと等）を理由に
内縁の成立を認めた事案もある（岐阜家審昭 57・9・
14 家月 36 巻 4号 78 頁）。
　３　効果
　内縁は婚姻の届出をしていない関係であること
から、婚姻の届出と結びついた婚姻法の効果は類
推適用されない。したがって、夫婦同氏（民750条）、
姻族関係の発生（民 728 条）、子の嫡出性（民 772
条）、配偶者相続権（民 890 条）等は認められない。
　他方、夫婦共同生活の実体に関わる婚姻法の効
果は内縁に類推適用されると解されている。した
がって、同居協力扶助義務（民 752 条）、婚姻費
用分担義務（民 760 条）、日常家事債務の連帯責
任（民 761 条）、帰属不分明の財産の共有推定（民
762 条）、財産分与（民 768 条）、貞操義務（民 770
条 1項 1号参照）等が認められる。
　なお、内縁の解消に伴う財産分与を認めた裁判
例としては、東京家審昭 31・7・25 家月 9巻 10
号 38 頁、広島高決昭 38・6・19 家月 15 巻 10 号
130頁、前掲岐阜家審昭和57年等がある８）。また、
最高裁は、死別による内縁解消の場合に財産分与
の規定が類推適用されるか否かを判断する前提と
して、「内縁の夫婦について、離別による内縁解
消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用する
ことは、準婚的法律関係の保護に適するものとし
てその合理性を承認し得る」としている（最決平
12・3・10 民集 54 巻 3号 1040 頁）。

　三　財産分与の法的性質と紛争処理手続
　１　財産分与の法的性質
　民法 768 条は、財産分与について、当事者間
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の協議または家庭裁判所の判断により、分与の有
無、分与の額および方法を定める旨を規定する。
しかし、同条は、具体的な財産分与の基準を定め
るものではないことから、財産分与の在り方（法
的性質、分与の基準時および対象財産、分与の割合等）
については、裁判例の集積と学説による議論が展
開されてきた９）。
　財産分与の法的性質については、夫婦財産の清
算（清算的要素）、離婚後扶養（扶養的要素）およ
び慰謝料（慰謝料的要素）とする見解が判例・通
説である（最判昭 46・7・23 民集 25 巻 5号 805 頁）。
したがって、財産分与の算定に際しては、前記 3
つの要素を中心とし、その他諸般の事情を総合考
慮して決することとなる 10）。しかし、民法 768
条 3 項が「当事者双方がその協力によって得た
財産の額その他一切の事情を考慮して」、分与の
有無、分与の額および方法を定めると規定してい
ること、扶養的要素にはいわゆる補充性があるこ
と、慰謝料の性質は不法行為による損害賠償であ
り本来は訴訟事項であることから、財産分与にお
いては婚姻中の夫婦共同財産の清算分配が中心と
なると考えられており 11）、判例・学説において
ほぼ異論のないところとされる 12）。
　２　清算的財産分与の基準時および対象財産
　前掲最判昭和 46 年は、清算的財産分与を「夫
婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算
分配」するものとする。裁判実務においては、財
産分与の基準時における分与対象財産を確定・評
価し、これに分与割合（夫婦が財産形成等に寄与・
貢献した割合）を乗じて、最後に具体的な分与方
法を決定するという手法が一般的である 13）。
　財産分与の基準時については、夫婦の協力関係
が終了する別居時を基準時とする別居時説と、清
算が離婚の効果としてなされることを踏まえて裁
判時を基準時とすべきであるとする裁判時説があ
る 14）。別居中の夫婦の離婚訴訟の場合には別居
時を基準時とするのが原則であるが、財産分与の
基準時は、あくまでも分与対象財産を決めるため
の判断時点にすぎないことから、事案に応じて決
定されることとなる 15）。
　清算の対象となる財産は、婚姻中に「当事者双
方がその協力によって得た財産」である。前述の
基準時における夫婦の財産について、①名実とも
に夫婦それぞれの所有に属する特有財産、②名実
ともに夫婦の共有に属する共有財産、③名義は夫

婦の一方に属するが、実質的には夫婦の共有に属
するとすべき実質的共有財産に分類し、②と③の
財産を清算の対象とする。
　夫婦の一方の特有財産と主張される財産が実質
的共有財産と混在しており、特有財産の部分・具
体的な額を認定することが困難な場合には、特有
財産の有無・内容等の事情を「一切の事情」とし
て斟酌するのが相当であるとされる 16）。
　裁判例では、不動産、自動車等の動産、預貯金、
生命保険、株式、借地権、退職金・年金だけでなく、
第三者名義の財産についても幅広く対象財産性が
認められている。また、婚姻中の夫婦の協力ある
いは役割分担により形成された無形財産（将来財
産を取得しうる能力または地位）、たとえば、職業
能力や専門資格なども清算的財産分与の対象とし
て考慮されるべきとするものがある 17）。
　３　清算の割合（分与割合）
　清算的財産分与の判断における考慮事情とし
て、夫婦が財産形成等に寄与・貢献した割合が斟
酌される。これは、前述の「一切の事情」の 1つ
の考慮事情として、裁判実務上確立したものとさ
れる。裁判実務においては、「特段の事情」が認
められない限り、分与割合は原則 2分の 1（いわ
ゆる 2分の 1 ルール）となる 18）。2 分の 1 ルール
を採用する背景としては、夫婦の実質的平等の確
保と経済的弱者保護の必要性、家事における貢献
と職業活動による貢献との間の質的相違に起因す
る比較の困難性を解消する必要性等が指摘されて
いる。したがって、裁判実務上、2分の 1ルール
を修正する必要があると判断されるような「特段
の事情」が認められる場合はそれほど多くないと
される 19）。
　分与割合の修正が必要とされる場面の類型化に
ついては、個別具体的な事案の集積によるほかな
いが、裁判例においては、夫が婚姻前に取得した
医師資格、妻の職業活動および家事労働による貢
献に着目してこれを「特段の事情」と判断したも
のなどがある（夫の寄与割合を 6割としたものとし
て、大阪高判平 26・3・13 判タ 1411 号 177 頁。妻
の寄与割合を 6割としたものとして東京家審平 6・5・
31 家月 47 巻 5号 52 頁等）20）。

　四　おわりに
　本件は、内縁の解消に伴う財産分与に関する公
表裁判例としては、2例目の高等裁判所決定であ
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り、財産分与の割合につき 2分の 1 の例外とし
たものである。
　本件では、原審・本決定ともに、Ｘ・Ｙの約
18 年におよぶ内縁関係を認め、関係解消に伴う
財産分与については、別居時（＝内縁解消時）を
基準時とし、先述した離婚時の財産分与（清算的
財産分与）の判断におけるのと同様の手法を採用
した。また、財産分与の対象については、特有財
産と分与対象財産を明確に区別し、Ｙが主張する
特有財産とＸ・Ｙの共有財産が混在し、Ｙの特有
財産部分・具体的な額が認定できない場合には、
その全体を分与対象財産として計上し、最終的な
財産分与の有無、分与の額および方法を定める際
に「一切の事情」として考慮したものと思われる。
　財産分与の割合について、本決定は、「財産分
与の対象財産の形成及び増加等について、Ｙの保
有資産及び長年築いてきた社会的地位等による影
響や寄与が相当程度あったと認められるというべ
きである」として、前記「特段の事情」があるこ
とを指摘し、Ｘの分与割合を 3分の 1 に修正し
ている。Ｘ・Ｙの内縁関係成立時の年齢（Ｘ：57
歳、Ｙ：60 歳）、内縁成立時点のＸの資産状況（同
居前に破産申立てをしており、目立った資産を保有
していなかったこと）、Ｙの社会的地位（不動産賃
貸業を営む株式会社の代表取締役）および資産状況
等を踏まえると妥当な判断であるといえよう。
　本件は、内縁当事者の関係解消に伴う財産分与
の事例ではあるが、このような判断の在り方につ
いては、高年齢者の婚姻および離婚に伴う財産分
与についても参考になると思われる。
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